
　介護保険制度は、在宅ケアを推進してきた結果、在宅サービスの供給量（事業者数）が拡大し

ている。一方、訪問介護・通所介護等の供給量が多いと判断している市町村もあり、保険者機能

強化の観点から、在宅サービスの事業者指定について、市町村の関与を強化していくこととなっ

ている。

【市町村協議制とは】

・市町村に指定権限がある定期巡回・随時対応型訪問介護看護、（看護）小規模多機能型居宅介

　護が当該市町村の区域内にある場合等において、

・その区域内の訪問介護・通所介護・短期入所の量が市町村の介護保険事業計画に定める見込量

　を上回るか、又は計画の達成にあたり支障があると判断した場合には、

・市町村は、都道府県の行う訪問介護・通所介護・短期入所の指定について都道府県に協議を求

　めることができる。この場合、都道府県はその求めに応じなければならない。

⇒都道府県は、市町村との協議結果を踏まえて、訪問介護・通所介護・短期入所の指定を拒否し、

　又は指定に当たり条件を付すことができる。

　例）サービスの提供範囲を限定すること（定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を行う事業所

　が所在する区域の利用者に対しては、サービス提供を行わないこと）を条件として付すことが

　可能。

居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与について

・訪問介護

・通所介護

・短期入所生活介護

市町村協議制による

指定拒否・条件付加

※定期巡回・随時対応

型訪問介護看護等があ

ることが条件

・地域密着型通所介護

条 件 付 加 居宅サービス全体 地域密着型サービス全体

都道府県指定のサービス 市町村指定のサービス関与の仕組み

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護

・介護保険３施設

・特定施設入居者生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

ー公　募　制

総 量 規 制
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古賀市では、通所介護の都道府県指定について、条件付加として福岡県へ市町村協議を実施したい。

１．市町村協議の条件

　以下の理由により、条件を満たしている。

　（ⅰ）古賀市が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護の公募指定を

　　　　している。

　（ⅱ）ア．平成30年度の通所介護の給付費が見込量の114%、第7期事業計画最終年度（2020

　　　　年度）の見込量の99%となっており、指定によって見込量を超える可能性が高い。

　（ⅱ）イ．市内にある小規模多機能型居宅介護事業所の稼働率が55%であり、指定によって当

　　　　該事業の利用が阻害される可能性がある。

２．希望する条件

　総合事業による第1号通所型サービス（現行・A型）の供給量が不足しているなか、利用希望は

増加している。今後、さらに利用希望者の増加が想定されるなかで、当該事業の指定数の拡大が

必要であることから、「古賀市の第1号通所サービス（現行・A型）の指定を受けること」を条件

としたい。

３．現時点での、通所介護の新規指定予定

　①有料老人ホーム併設の通所介護（定員７５人、現行のみ指定希望）

　②有料老人ホーム併設の通所介護（定員２０人以上、現行・A型指定未定）

　　※開設当初は密着型通所介護（小規模型）で指定希望。有料老人ホーム運営が軌道に乗れば

　　都道府県指定（通常規模）に転換希望。
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（地域密着型サービスの指定権者）

市町村長

（居宅サービスの指定権者）

都道府県知事

（新規・既存）

居宅サービス事業者

② 指定又は

指定更新に

ついて協議

【第70条第7項】

指定又 ③

は指定更新

の申請

【第70条第7項】

一定の条件(※)を満たす場合は、

指定又は指定更新について、協

議を求めることができる。

【第70条第7項】

①

市町村長との協議結果に基づき、

厚労省令で定める基準に従って、

指定・指定更新の拒否、条件

を付した指定・指定更新が

可能。【第70条第8項】

⓸

※（ⅰ）（ⅱ）のいずれにも該当している場合

（ⅰ）厚生労働省令で定める場合。

具体的には、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域内にある場合」や「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護等に公募指定を行っている場合」。

（ⅱ）以下のいずれかに該当すると認めるとき

ア．当該市町村又は当該市町村内の日常生活圏域における当該訪問介護・通所介護・短期入所の量が、市町村介護保険

事業計画で定める見込量に既に達している場合、又は申請に係る指定によって当該見込量を超えることになるとき

イ．アのほか、計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき

市町村協議制の基本スキームのイメージ図


